
█ 産婦人科 

 
1．習得すべき項目及び必要な期間 
習得すべき項目     必要な期間 

1. 産婦人科疾患における症候学    0.5日 
2. 妊娠の診断法      0.5日 
3. 腹部超音波断層検査     1日 
4. 婦人科急性腹症の診断    0.5日 
5. 性行為感染症の診断・治療    0.5日 
6. 妊娠中の薬物投与（ワクチン接種を含む）  0.5日 

 
2．産婦人科習得カリキュラム 

1日目  
午前：産婦人科疾患における症候学 
午後：妊娠の診断法 

2日目 
午前：腹部超音波検査法（講義） 
午後：腹部超音波断層検査法（実習） 

3日目 
午前：婦人科急性腹症の診断（講義） 
午後：性行為感染症の診断・治療（講義） 

4日目 
午前：妊娠中の薬物投与（講義） 


